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摂津市告示第 ２８８ 号

摂津市宿題カフェ運営事業補助金交付要綱を次のように定め、令和７年１０月１日

から適用する。

令和７年９月２４日

摂津市長 嶋 野 浩一朗

摂津市宿題カフェ運営事業補助金交付要綱

（目的）

第１条 この告示は、地域のこどもたちを見守る事業に取り組み、又は取り組もうと

する団体に対し、当該事業のうち、宿題カフェ運営事業に要する経費を助成するこ

とにより、こどもたちが自分らしく安全・安心に過ごせる居場所づくりに資すると

ともに、それぞれの地域でこどもたちを見守る環境づくりを促進することを目的と

する。

（定義）

第２条 この告示において「宿題カフェ」とは、団体が所有し、管理し、又は借用す

る施設を開放することにより、こどもたちが学習に取り組むことができる安全安心

な居場所づくりを行うために開設されるものをいう。

（補助対象団体）

第３条 補助金の交付対象となる団体は、市内において宿題カフェを自主的に開設又

は開設予定の法人その他の団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとす

る。

⑴ 団体の規約、会則その他の組織及び運営に関する事項を定めた団体であるこ

と。

⑵ 法令等に違反する活動をする団体でないこと。

⑶ 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのある活動を行う団体でな

いこと。

⑷ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。

⑸ 宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とする団体でないこと。

⑹ 継続的かつ安定的に宿題カフェの運営を行うことができる団体であること。
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（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に

掲げる要件の全てを満たす宿題カフェ運営事業とする。

⑴ 原則として、週に１回以上、市内において宿題カフェを開催すること。

⑵ 宿題カフェの開催に当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。

ア 宿題カフェを利用するこどもから徴収する金額は、無料とすること。

イ 宿題カフェ運営事業の規模に応じて、必要な人員体制を確保すること。

ウ 宗教活動、政治活動及び選挙活動並びに利用者に対する営業活動及び勧誘行

為を行わないこと。

エ 宿題カフェを利用するこどもの相談に可能な限り応じるとともに、必要に応

じて関係機関につなぐよう努めること。

オ エにおいて収集した情報を適切に管理すること。

⑶ 宿題カフェ運営事業について、市が実施する他の制度による補助金等の交付を

受けていないこと。

⑷ 宿題カフェ運営事業の会計について、他の事業の会計と明確に区分し、管理す

ること。

（補助対象経費等）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の

表の中欄に掲げるものとし、補助金の額は、同表の中欄に掲げる補助対象経費の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分 補助対象経費 補助金の額

開設経費 事業周知に要するのぼり一式の購 支払った補助対象経費の額。ただ
入費及びチラシの作成費 し、１４，０００円を上限とす

る。

運営経費 飲料費、消耗品費（コップ類に限 支払った補助対象経費の額。ただ
る。）及び施設使用料 し、一の年度において、宿題カフ

ェの開催日数に１，０００円を乗
じて算出した額又は３６，０００
円のいずれか低い額を上限とす
る。

２ 前項の表に規定する開設経費に係る補助金は、新たに宿題カフェを開設する団体

にのみ交付するものとし、当該補助金の交付は、一の宿題カフェにつき１回限りと
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する。

（交付の申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者（以下「申請者」という。）

は、宿題カフェ運営事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

⑴ 事業計画書

⑵ 収支予算書

⑶ 団体等概要書

⑷ 法人にあっては、法人の登記事項証明書

⑸ 法人以外の団体にあっては、団体の運営に関する会則、規約等及び会員名簿

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（交付の決定）

第７条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金

を交付する旨の決定（以下「交付決定」という。）をしたときは宿題カフェ運営事

業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助金を交付しない旨の決定をし

たときは宿題カフェ運営事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により当該申

請者に通知するものとする。ただし、交付決定をした場合には、第１１条の規定に

よる補助金の一部の概算払による交付をもって当該通知に代えることができる。

２ 市長は、交付決定に当たっては、必要な条件を付することがある。

（変更交付の申請等）

第８条 前条第１項の規定により補助金を交付する旨の通知を受けた団体（以下「被

交付団体」という。）は、補助対象事業の内容に変更が生じたときは、宿題カフェ

運営事業補助金変更交付申請書（様式第４号）に第６条各号に掲げる書類のうち当

該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを市長に提出しなければな

らない。

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を変

更して交付する旨の決定（以下「変更交付決定」という。）をしたときは、宿題カ

フェ運営事業補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により、被交付団体に通知

するものとする。この場合においては、前条第２項の規定を準用する。

３ 被交付団体は、補助対象事業を休止し、又は廃止しようとするときは、宿題カ

フェ運営事業休止（廃止）届出書（様式第６号）を市長に提出しなければならな



- 4 -

い。

（実績報告）

第９条 被交付団体は、補助対象事業が完了したとき、補助対象事業を休止した場合

において当該年度内に再開する見込みがないとき、又は補助対象事業を廃止したと

きは、市長が指定する日までに、速やかに宿題カフェ運営事業実績報告書兼請求書

（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならな

い。

⑴ 事業実施報告書

⑵ 収支決算書

⑶ 補助対象経費の支出を証する書類

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第１０条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査の

上、交付すべき補助金の額を確定し、宿題カフェ運営事業補助金額確定通知書（様

式第８号）により被交付団体に通知するものとする。ただし、次条の規定により既

に交付した補助金の額が当該確定額に満たないときは、第１２条の規定による不足

する額の交付をもって当該通知に代えることができる。

（概算払）

第１１条 市長は、交付決定をした補助金の一部を概算払により交付するものとす

る。

２ 前項の概算払の金額は、交付決定をした金額の４分の３を上限とし、１，０００

円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

（概算払の精算）

第１２条 市長は、第１０条の規定による交付すべき補助金の額を確定した場合にお

いて、前条の規定により既に交付した補助金があるときは、既に交付した補助金の

額が当該確定額に満たないときは不足する額を交付するものとし、既に交付した補

助金の額が当該確定額を超えるときは期限を定めて当該超える額を返還させるもの

とする。

（交付決定の取消し等）

第１３条 市長は、被交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決

定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返
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還させるものとする。

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

⑵ 補助金を交付目的以外に使用したとき。

⑶ 補助金の交付決定（変更交付決定を含む。）に付した条件に違反したとき。

⑷ この告示の規定に違反したとき。

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

（関係書類の整備及び保存）

第１４条 被交付団体は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿

等を整備し、かつ、当該書類、帳簿等を第１０条の規定による通知を受けた日（同

条ただし書の規定により不足する額の交付を受けた場合は、当該交付を受けた日）

から５年間保存しなければならない。

（その他）

第１５条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

定める。


